豊川市短期集中通所サービス事業を実施する事業者に関する事務取扱要領

１　目的
この要領は、豊川市短期集中通所サービス事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者の選定に係る手続き等について必要な事項を定め、円滑な事務処理を行うことを目的とする。

２　事業の申請
　本事業の委託を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、以下に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 豊川市短期集中通所サービス業務委託事業者応募申請書兼誓約書（様式１）
(2) 豊川市短期集中通所サービス事業者応募内容確認書（様式２）
(3) 従事（予定）者の資格証明書の写し

３　決定の通知
市長は、２の規定に基づく申請書等を受理したときは、すみやかに内容を審査し、また必要によりヒアリング等を実施し、別に定める豊川市短期集中通所サービス事業業務委託に関する募集要項（以下「募集要項」という。）に照らし事業の実施に適当か確認するものとする。
市長は、当該審査により適当と認めたときは、豊川市短期集中通所サービス事業実施事業者決定通知書（様式３）により申請者に通知するものとする。

４　実施期間
　市長は、３の規定により通知をするときは、委託契約締結日から翌年３月末日を実施期間として記載するものとする。
市長は、実施期間について、実施事業者から登録内容の変更又は決定の廃止並びに休止の申し出があったとき又は不正等による決定の取り消しがあったときを除き実施期間の満了日から翌１年間を自動更新することができるものとする。

５　登録内容の変更等の届出
決定通知書を受理した実施事業者は、２の規定により申請した事項に変更があったときは、豊川市短期集中通所サービス事業実施事業者登録事項変更届出書（様式４）を市長に提出するものとする。
実施事業者は、本事業を廃止、休止又は再開するときは、豊川市短期集中通所サービス事業廃止（休止・再開）届出書（様式５）を市長に提出するものとする。

６　報告
市長は、実施事業者に対し必要があると認めるときは、実施事業者またはその従業員に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、帳簿類その他の物件を検査することができる。

７　決定の取り消し
市長は、実施事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、３の規定により通知した決定を取り消しすることができるものとする。
(1) 実施事業者が、豊川市短期集中通所サービス事業実施要領又は豊川市短期集中通所サービス事業業務委託に関する募集要項に定める要件を満たすことができなくなったとき
(2) 本事業委託費等の請求に関し不正があったとき
(3) 実施事業者が、６の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
(4) 実施事業者が、虚偽の申請により３に規定する決定を受けたことが判明したとき
(5) その他社会通念上著しく不当な行為があったとき

８　決定の取り消しの通知等
市長は、７により実施事業者の決定を取り消したときは、豊川市短期集中通所サービス事業実施事業者決定取消通知書（様式６）により通知するものとする。

９　決定事業者台帳の整備
市長は、申請書等の書類を整備し決定事業者台帳を作成するものとする。
なお、実施事業者の登録事項に変更等があったときは、すみやかに台帳の記載事項を変更するものとする。

１０　その他
[bookmark: _GoBack]　この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

